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異
民
族
統
御
官
に
あ
ら
わ
れ
た
五
胡
諸
園
の
民
族
観

崎

良

写L

は

じ

め

に

一
五
胡
諸
園
に
お
け
る
異
民
族
統
御
官
の
寅
態

二
西
方
系
異
民
族
統
御
官
の
意
味

-

売

を
め
ぐ
る
問
題

2

西
夷
・
西
畿
・
西
戎
・
戎
・
西
胡
に
つ
い
て

三
五
胡
諸
圏
各
園
の
民
族
観

お

わ

り

に
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じ

め

(
1〉

(
2〉

(

3

)

五
胡
諸
園
の
多
く
は
、
中
園
歴
代
王
朝
の
官
職
を
継
承
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
統
治
機
構
を
構
築
し
た
が
、
異
民
族
統
御
官
も
そ
う
し
た
官
職
の

一
つ
と
し
て
、
各
閣
の
官
僚
機
構
の
一
翼
を
措
う
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
異
民
族
統
御
官
は
膏
以
前
の
中
園
王
朝
の
そ
れ
と
さ
ま

ざ
ま
な
黙
で
異
な
り
、
ま
た
五
胡
諸
園
聞
で
の
相
違
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
同
一
名
稀
で
あ
り
な
が
ら
職
掌
あ
る
い
は
そ
の
統
御
の

(
4〉

さ
ら
に
兼
任
す
る
地
方
官
が
相
違
す
る
も
の
な
ど
が
み
ら
れ
る

割
象
民
族
を
異
に
す
る
も
の
を
初
め
と
し
、
特
異
な
民
族
名
を
冠
す
る
も
の
、

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
相
違
は
各
園
が
現
寅
に
直
面
し
て
い
た
様
々
な
民
族
問
題
に
起
因
し
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
各
国
固
有
の
民
族
認
識
や
さ
ら
に



は
園
家
意
識
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
花
、
先
に
南
轡
校
尉
・
卒
呉
校
尉
に
つ
い
て
検
討
し
、
五
胡
諸
閣
の
園
家

(
5〉

意
識
の
解
明
を
試
み
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
に
引
き
績
き
、
そ
の
他
の
異
民
族
統
御
官
に
つ
い
て
網
羅
的
に
考
察
し
、
五
胡
諸
園
の
民

族
認
識
の
一
面
の
解
明
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

五
胡
諸
園
に
お
け
る
異
民
族
統
御
官
の
貫
態

ま
ず
行
論
の
便
宜
上
、
史
料
か
ら
検
出
で
き
る
異
民
族
統
御
官
を
兼
任
地
方
官
と
と
も
に
各
園
毎
に
一
覧
表
に
掲
げ
た
(
表
1
Y
こ
の
表
に

従
っ
て
各
異
民
族
統
御
官
の
設
置
の
賦
況
・
賓
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
各
園
の
異
民
族
統
御
官
全
韓
の
特
性
を
指
摘
す
る
こ
と
に

す
る
。
な
お
成
漢
・
後
趨
・
再
説
・
前
燕
・
前
秦
・
後
燕
の
異
民
族
統
御
官
に
つ
い
て
は
前
稿
で
検
討
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
結
論

(

6

)

 

の
み
を
確
認
し
て
お
く
。

ア

成

漢

成
漢
で
は
西
夷
校
尉
李
含
①
一(
以
下
表
1
の
該
嘗
番
貌
を
付
す
。
〉
は
酉
耳
目
主
李
特
の
妹
の
夫
、
南
夷
校
尉
任
回
一
②
、
南
轡
校
尉
李
恭
③
は
李
氏

政
構
嘗
初
か
ら
の
臣
下
で
あ
る
。
ま
た
西
夷
校
尉
④
・
東
莞
校
尉
⑤
の
李
需
は
皇
一
一
帝
李
雄
の
従
弟
、
西
夷
校
尉
李
保
⑤
は
皇
帝
李
期
の
弟
で
、

さ
ら
に
東
売
校
尉
任
調
⑦
・
西
夷
校
尉
李
突
③
は
皇
帝
一
季
需
の
側
近
、
南
夷
校
尉
李
擢
⑨
は
李
需
の
従
子
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
皇
帝
の

(

7

)

 

一
族
あ
る
い
は
僚
佐
の
政
擢
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
異
民
族
統
御
官
の
種
類
は
、
す
で
に
晋
に
存
在
し
た
西
夷
校
尉
・
南
夷
校
尉
・
南

轡
校
尉
・
東
尭
校
尉
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
民
族
は
中
園
の
西
方
・
南
方
の
そ
れ
に
限
ら
れ
、
さ
ら
に
州
刺
史
と
兼
任
す
る
場
合
も
菅
で
行
な

わ
れ
た
特
定
の
州
刺
史
と
異
民
族
統
御
官
の
兼
任
形
態
を
受
け
纏
い
で
い
る
。
綿
じ
て
成
漢
の
異
民
族
統
御
官
は
、
特
定
の
民
族
に
封
慮
す
る

官
職
と
い
う
よ
り
も
、
一
地
方
政
権
と
し
て
の
成
漢
の
中
植
を
占
め
る
人
物
が
帯
び
る
官
職
で
あ
っ
た
。
成
漢
は
奮
の
、
特
に
そ
の
西
方
民
族

に
劃
す
る
政
策
を
理
念
的
に
継
承
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
は
濁
自
の
民
族
観
は
窺
え
な
い
。
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|園名 l就官者 |異民族統御官 | 兼任地方官 年 出 典

@ 符 洛 護西夷校尉 盆州牧 380 菅113

⑧ 石 越 護鮮卑中郎賂 卒州刺史 380 育113
@ 輯 胤 護赤沙中郎賂 380 菅113

③ 王 騰 護伺奴中郎終 弁州刺史 380 育113

③ 表元略 西夷校尉 巴西梓撞二郡太守 382 菅114
@ 梁 有奴 護売中良日終 386 育115

@ 持碩原 滅発校尉 389 菅115
@ 後秦 銚碩徳 護東売校尉 秦州刺史(牧〉 386・394菅116・117

⑬ 禿髪イ辱檀 護旬奴中郎終 涼升|刺史 406 菅126

@ 乞伏織磐 西夷校尉 河川|刺史 407 育125・逼114・十

@ 西秦 乞伏是辰 西胡校尉 422 通119

@ 乞伏信帯 卒発校尉 425 通120

@ 前涼 張 茂 護発校尉 涼州牧 320 数99・十

⑬ 張 駿 護発校尉 涼州牧 324 貌99

@ 張 瑠 寧戎校尉 河州刺史 345 貌99・遁97

@ 楊 宣 西胡校尉 沙州刺史 345 貌99・遁97

@ 張重華 護発校尉 涼州牧 346 菅86・貌99・通97・十

② 張 事事 寧戎校尉 347 菅86

@ 張耀震 護発校尉 涼ナ1，牧(刺史〉 353 菅86

@ 張 『存 護発校尉 涼州牧 353 十

@ 張 玄観 護発校尉 涼州牧 355 菅86・十

@ 張天錫 護発校尉 涼州牧 363 菅8・86・貌99

@ 索 洋 典戎校尉 西郡武威太守 360年代 菅115

@ 後涼 呂 光 護発校尉 涼州刺史 385 菅122・貌95・十

@ 呂 光 護伺奴中郎賂 涼州牧 386 菅122。北涼 李 意 護西胡校尉 敦爆太守 398 菅87

@ 李 意 護西夷校尉 399 育87・十

@ 温渠翠 護美校尉 秦州刺史 411 膏129

@ 祖渠盆子 護発校尉 秦ナl悌J史 411 菅129

@ 西涼 李 墨 西胡校尉 沙州牧 400 宋98

@ 李 嵩 護発校:尉 秦涼二州牧 400 菅87・貌99・宋98

@ 李 散 護発校尉 407 菅87

'@ 李 譲 西夷校尉 敦煙太守 407 膏87

@ 張 不日 謹発校尉 408 西

@ 李 歓 護発校尉 涼州牧 417 育87・重量99・十

凡例菅=r著書』宋=r宋書』貌=r貌書」遁=r資治通鑑」華=r華陽園志』

十=r十六園春秋.!l(r太卒御覧』所引〉

西=i西涼建初四年秀才針策文J(r吐魯番出土文書』 第一筋〉
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表 1 五胡諸圏の異民族統御官

|園名 |就官者 |異民族統御宮 | 兼任地方官 | 年 出 奥

① 成漢 李 含 西実校尉 ， 
育120・筆8

② 任 1 E 南夷校尉 寧州刺史 314 華9

!③ 李 恭 南錘校尉 剤州刺史 314 華9

④ 李 害等 西夷校尉 330 香121・蒙9

⑤ 李 保 西実校尉 波山太守 334 華9

⑤ !李 書事 東発校尉 4 梁州刺史 335 育121

⑦ 任 調ー東発校尉 梁州刺史 338 華9

③ 李 突 西夷校尉 338 華9・遁96 J 

@ 李 権 南夷校尉 寧州JlilJ史 338 華9

⑮ 前趨 章 忠 卒業校尉 310年代 膏89

⑪ 劉虎(武〉 で主零中郎勝 310年代 貌95・膏130，・十

⑫ 石 竜h東夷校尉 308 菅104

石勃 東夷校尉 弁州車~J史 310 菅104‘

石 f 草b東夷校尉 幽州牧 311 菅104

石 1 勤 東夷校尉 幽州牧・井汁|刺史 31~ 育104
、石 草b東夷校尉 幽州牧・実州牧 育104

⑬ 楊難敵 寧発中郎終 盆寧南秦三111牧 322 菅103

⑬ 楊難敵 護南E王校尉 盆望書南秦三州牧 322 菅103

⑮ 張茂 護!3;発校尉 涼州牧 323 膏103

⑮ 後越 王勝(臆う 西夷中;良s賂 325 菅105・遁93

⑪ 董 幼 南轡校尉 330 青山5

⑬ 蒲 洪 護忌校尉 333 通95・十

⑫ ~E 裏 護烏丸校尉 E象州刺史 350 菅116・十

③ 舟要車 桑 坦 南聖登校尉 350 育1075，

@ 前燕 陽 耽 東夷校尉 320年代 膏111

② 封 抽 東夷校尉 331-338 青108.109:.遜95・96

@ 慕容垂 東夷校尉 卒州刺史 357 十

@ 悦 結 護旬奴中郎賂 弁州刺史 358 著110

② 慕容垂 護南蟹校尉 剤州刺史・究州牧 360 菅111

③ 皇甫員 護旬奴中郎賂 弁州刺史 362 育111

@ 重量 員 護南自費校尉 揚州刺史 369 膏111

③ 後燕ー慕容徳 南書長校尉 実州牧 396 菅:127

③ 前秦 人名不詳 西戎校尉 366 菅111・遁101

③ がI 茎 西蟹校尉 寧升|刺史 373 育113

@ 郵 発 護発校尉 374 十

③ 梁 照 護西発校尉 涼州刺史 376 菅113

@ 梁 成 護南蟹校尉 刻j十|東j史 379 菅113

@ 王 顕 卒奥校尉 揚州刺史 380 育113'
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イ

前

越

前
趨
の
異
民
族
統
御
官
は
、
六
例
で
あ
る
。
ま
ず
章
忠
⑮
に
つ
い
て
『
音
書
』
巻
八
九
忠
義
章
忠
俸
に
、

〈
意
忠
〉
後
、
劉
聴
に
仕
え
、
鎮
西
大
将
軍

・
卒
尭
校
尉
と
帰
り
、
叛
売
を
討
ち
矢
偉
く
る
も
、
節
を
屈
せ
ず
し
て
死
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
掌
忠
は
卒
尭
校
尉
と
な
っ
て
叛
売
を
討
伐
し
、
前
越
の
尭
族
針
策
に
開
興
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
卒
売

校
尉
と
い
う
官
職
名
は
菅
に
は
み
ら
れ
ず
、
前
越
が
莞
族
を
異
民
族
統
御
官
に
よ
る
統
御
の
劃
象
と
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
劉
虎
⑪
に
つ
い
て
、

『
親
書
』
巻
九
五
識
弗
劉
虎
俸
に
、

〈
劉
虎
)
始
め
園
に
臣
附
す
る
も
、
自
ら
衆
落
梢
く
多
き
を
以
て、

っ
。
虎
、
走
り
て
朔
方
に
擦
り
、
劉
聴
に
開
附
す
。
聴
、

兵
を
奉
げ
外
寂
す
。
亙
自
の
卒
州
刺
史
劉
現
と
共
に
之
を
討

虎
の
宗
室
な
る
を
以
て
、
安
北
将
軍
・
監
鮮
卑
諸
軍
事

・
丁
零
中
郎
絡
に
奔

卒
文
、

す。

- 36-

と
記
さ
れ
て
い
る
。
劉
虎
自
ら
が
丁
零
に
閥
興
し
た
貧
例
は
な
い
も
の
の
、
彼
の
子
の
豹
子
が
後
越
か
ら
・
丁
零
皐
子
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

み
る
と
、
後
越
は
劉
虎
の
一
族
を
丁
零
に
胤
到
底
す
る
勢
力
と
看
倣
し
、
そ
の
官
職
と
し
て
丁
零
中
郎
賂
を
使
用
し
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

石
勤
⑫
は
『
音
書
』
巻
一

O
四
石
勤
載
記
上
に
、

(劉〉

元
海
の
続
間
続
す
る
に
及
び
、
使
を
遣
し
て
勤
に
持
節
・
卒
東
大
将
軍
を
授
く
。
校
尉
・
都
督
・
王
は
放
の
如
し
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
劉
淵
〈
元
海
)
が
皇
一
一
帝
を
稽
し
た
時
で
あ
る
か
ら
三

O
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
文
服
か
ら
す
る
と
、
彼
は
こ
れ
以

前
か
ら
「
校
尉
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
文
に
よ
り
東
夷
校
尉
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
こ
の
後
、
前
越
に
お
い
て
石
勤
の
官
位
は
上
昇
し
て
行

く
が
、
東
夷
校
尉
は
=
二
八
年
ま
で
は
継
捜
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
石
勤
が
兼
任
す
る
刺
史
(
牧
)
名
に
拙
変
動
が
み
ら
れ
る
黙
は

注
目
さ
れ
る
。
彼
が
刺
史
に
任
命
さ
れ
る
の
は
コ
二

O
年
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
は
井
州
刺
史
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
二
一

一
年
に
幽
州
牧
、
同

年
幽
州
牧

・
井
州
刺
史
、
三
一
二
年
に
は
幽
州
牧
・

葉
州
牧
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
兼
任
の
形
態
は
菅
の
東
夷
校
尉
の
兼
任
地
方
官
と

異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
刺
史
名
の
蹴
変
動
に
も
拘
ら
ず
東
夷
校
尉
が
縫
績
す
る
に
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
東
夷
に
闘
す



る
活
動
の
記
録
等
が
な
い
た
め
そ
の
賠
は
不
明
で
あ
る
。

攻
に
、
仇
池
尽
の
首
長
楊
難
敵
⑬
・
⑭
に
つ
い
て
『
音
書
』

一巻
一

O
三
劉
曜
載
記
に
は
、

一
時
に
(
劉
)
握
、
疾
に
麗
し
兼
ね
て
療
疫
甚
し
。
議
し
て
班
師
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
(
楊
)
難
敵
の
其
の
後
を
顕
す
を
恐
れ
、
乃
ち
其

の
尚
書
郎
主
績
を
以
て
光
圏
中
郎
賂
と
矯
し
、
仇
池
に
使
し
て
以
て
難
散
に
読
か
し
む
。
難
敵
、
是
に
於
て
使
を
遣
し
藩
を
稽
す
る
に
、

曜
、
大
い
に
悦
び
て
難
敵
を
署
し
て
使
持
節

、・
侍
中
・
侵
責
銑
F
都
替
盆
寧
南
秦
涼
梁
巴
六
州
臨
上
西
域
諸
軍
事
・
上
大
将
軍
・
盆
盛
一
歯

秦
一
主
州
牧
・
領
護
南
忌
校
尉
・
寧
売
中
郎
持
・
武
都
王
と
魚
す
。
子
弟
の
公
侯
列
勝
二
千
石
と
震
る
者
十
五
人
な
り
。

レ 6

と
あ
り
、
彼
は
護
南
豆
校
尉
及
び
寧
莞
中
郎
将
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
周
違
民
族
首
長
を
異
民
族
統
御
官
に
任
命
す
る
初
期
の
例
で
あ
る
が
、
彼

は
護
南
豆
校
尉
と
し
て
自
民
族
を
管
理
す
る
承
認
を
得
る
と
と
も
に
、
他
に
例
の
な
い
寧
売
中
郎
賂
と
し
て
周
遁
の
莞
族
に
謝
す
る
管
理
を
前

越
か
ら
委
ね
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

張
茂
⑮
は
劉
曜
載
記
に
、

(
張
)
茂
、
憧
れ
果
し
て
使
を
遣
し
藩
を
稽
し
、
馬
一
千
五
百
匹
・
牛
三
千
頭
・
羊
十
一
寓
口
・
黄
金
三
百
八
十
斤
・
銀
七
百
斤
・
女
妓

二
十
人
及
び
諸
の
珍
賓
珠
玉
方
域
の
美
貨
を
献
ず
る
こ
と
勝
て
紀
す
可
か
ら
ず
。
曜
、
大
い
に
慌
び
て
其
の
大
鴻
瞳
田
患
を
し
て
茂
を
使

持
節
・
億
寅
鉱
・
侍
中
・
都
督
涼
南
北
秦
梁
盆
巴
漢
臨
右
西
域
雑
夷
旬
奴
諸
軍
事
・
，太
師

市
領
大
司
馬
・
涼
州
牧
・
領
西
域
大
都
護
・
護

底
先
校
尉
・
一涼
王
に
署
せ
し
む
。

-.ヲー

レ

r 
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と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
護
正
売
校
尉
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
官
職
名
は
亙
族
・
尭
族
の
管
理
を
意
味
す
る
。
涼
州
刺
史
(
牧
〉
・
護
売
校
尉
は
曹

貌
以
来
行
な
わ
れ
て
い
た
兼
任
形
態
で
あ
り
、
張
軌
以
下
の
前
涼
支
配
者
の
多
く
は
西
音
・
東
晋
か
ら
涼
州
刺
史
〈
牧
〉
・
護
莞
校
尉
に
任
命
さ

れ
、
ま
た
そ
の
後
そ
れ
を
自
稽
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
前
越
が
張
茂
に
輿
え
た
官
職
は
旦
に
劃
す
る
監
護
を
も
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
単
な
る
護
売
校
尉
で
あ
れ
ば
従
来
十の
膏
の
政
策
の
纏
承
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
豆
が
加
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
張
茂
支
配

(
8〉

下
に
忌
族
も
含
ま
れ
る
と
い
う
貫
態
に
即
し
て
そ
の
支
配
の
正
嘗
性
を
認
め
る
と
い
う
、

い前
越
の
積
極
的
な
施
策
の
現
れ
と
い
え
る
。

37 
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以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
前
週
の
異
民
族
統
御
官
は
貌
音
の
形
態
か
ら
大
き
く
獲
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
東
夷
校
尉
以
外
は
後
漢
以

来
の
中
園
王
朝
に
み
ら
れ
な
い
官
職
で
あ
り
、
ま
た
東
夷
校
尉
も
兼
任
地
方
官
は
そ
れ
ま
で
の
貌
音
の
東
夷
校
尉
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
周
遁
民
族
首
長
を
異
民
族
統
御
官
に
任
じ
た
。
す
な
わ
ち
前
越
は
、
濁
自
の
異
民
族
統
御
官
を
設
置
し
、
そ
れ
ま
で
の
中
園
王
朝
と
相
違
す

る
周
逸
民
族
劃
策
を
展
開
し
て
い
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

ウ

後

越
西
夷
中
郎
将
王
勝
⑮
は
西
方
の
前
越
と
謝
崎
す
る
地
域
に
駐
屯
し
、
南
幡
宮
校
尉
董
幼
⑫
は
東
菅
攻
撃
に
参
重
し
て
い
る
。
ま
た

護
豆
校
尉
蒲
洪
⑬
は
後
越
に
服
属
し
た
豆
族
の
首
長
で
あ
り
、
後
越
は
そ
の
管
理
を
委
ね
た
。
加
え
て
護
烏
丸
校
尉
挑
裏
⑬
は
烏
丸
族
を
管
理

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
趨
も
、
前
趨
同
様
、
晋
の
異
民
族
統
御
官
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
引
き
縫
い
だ
の
で
は
な
く
、
晋
に
な
い
異
民
族
統
御

後
越
で
は
、

官
を
新
設
し
た
り
、
服
属
し
て
き
た
民
族
の
有
力
者
を
任
命
す
る
な
ど
し
て
、
賓
質
的
な
濁
自
の
民
族
統
御
を
意
圃
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こE

再
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貌

再
説
の
異
民
族
統
御
官
の
事
例
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
南
轡
校
尉
桑
坦
@
は
具
韓
的
な
任
務
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
東
音
と
の
前
線
で
あ
る

合
肥
方
面
に
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
再
貌
の
場
合
は
そ
の
成
立
の
事
情
か
ら
み
て
、
後
越
の
異
民
族
統
御
官
制
度
を
そ
の
ま
ま

縫
承
し
た
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

オ

前

燕

前
燕
で
は
東
夷
校
尉
の
陽
耽
@
・
封
抽
@
は
東
晋
の
卒
州
牧
慕
容
廃
の
属
僚
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。
東
夷
校
尉
慕
容
垂
@
の
職
務
は
不
明
で

あ
り
、
護
旬
奴
中
郎
終
慌
棺
@
は
旬
奴
等
の
民
族
を
統
御
す
る
も
の
、
護
南
轡
校
尉
慕
容
垂
@
は
前
燕
の
南
方
政
策
に
従
事
し
、
護
旬
奴
中
郎

将
皇
甫
員
@
の
職
務
は
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
護
南
轡
校
尉
嚢
員
@
は
東
E

日
を
統
御
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
た
。
前
燕
の
異
民
族
統
御
官

は
、
慕
容
廃
が
名
目
的
に
は
東
音
の
官
僚
と
し
て
そ
の
東
方
支
配
の
一
翼
を
措
う
形
で
東
夷
校
尉
を
設
置
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
し
て
三
五

二
年
の
前
燕
帝
園
成
立
以
後
、
護
旬
奴
中
郎
持
・
護
南
轡
校
尉
も
設
置
さ
れ
、
周
遁
民
族
に
劃
す
る
職
務
を
遂
行
し
た
。
す
な
わ
ち
異
民
族
統



御
官
は
嘗
初
は
中
国
王
朝
の
纏
承
な
い
し
模
倣
で
あ
っ
た
が
、
三
五
二
年
以
降
、
東
膏
を
南
轡
校
尉
の
職
務
の
封
象
と
す
る
な
ど
濁
自
の
展
開

を
み
せ
た
の
で
あ
る
。

後
燕
で
は
南
轡
校
尉
慕
容
徳
@
の
一
例
の
み
み
ら
れ
、
南
轡
や
東
E

閏
に
劃
鹿
し
て
い
た
。
後
燕
の
異
民
族
統
御
官
は
前
燕
の
そ
れ
を
引
き
耀

カ

後

い
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

キ

前

秦

前
秦
の
異
民
族
統
御
官
は
十
三
例
抽
出
で
き
る
。
西
戎
校
尉
@
は
西
戎
主
簿
の
存
在
か
ら
推
測
で
き
る
が
、
そ
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
。
西

轡
校
尉
挑
蓑
@
は
盆
州
の
管
理
に
嘗
た
り
、

'護
尭
校
尉
鄭
莞
@
は
盆
州
の
反
観
に
封
虚
し
、
西
売
校
尉
梁
照
@
は
前
涼
滅
亡
後
の
涼
州
の
管
理

を
携
蛍
し
た
。
護
南
蟹
校
尉
梁
成
@
は
裏
陽
陥
落
後
の
東
晋
劃
策
と
し
て
の
任
命
、
ま
た
卒
呉
校
尉
王
頼
@
は
東
晋
と
の
戦
い
で
の
功
績
に
よ

る
任
命
で
、
後
に
翻
水
の
戦
い
に
出
陣
す
る
。
護
西
夷
校
尉
持
洛
@
も
東
耳
目
と
の
戦
争
で
の
功
績
に
劃
す
る
鹿
置
で
あ
る
が
、
護
西
夷
校
尉
と

し
て
の
行
動
は
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
護
鮮
卑
中
郎
終
石
越
@
・
』護
赤
沙
中
一郎
持
韓
胤
@
・
護
旬
奴
中
郎
防
柑
王
騰
@
は
持
洛
の
範
苓
定
後
に
新

〈

9
)

た
に
任
命
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
待
洛
の
影
響
を
受
け
て
い
た
鮮
卑
・
赤
沙
・
旬
奴
の
管
理
に
嘗
た
っ
た
。
西
夷
校
尉
裳
元
略
@
は
萄
に

お
い
て
東
賛
攻
撃
の
準
備
を
行
な
っ
て
お
り
、
西
夷
校
尉
と
い
う
官
職
名
自
瞳
に
は
特
別
な
意
味
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
一
方
護
売
中
郎
賂
梁

有
奴
@
は
後
秦
と
戦
い
、
滅
売
校
尉
袴
碩
原
@
は
後
秦
か
ら
獲
得
し
た
卒
涼
の
管
理
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
売
族
園
家
後
秦
封
策

で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
前
秦
で
は
三
六

0
年
代
以
後
異
民
族
統
御
官
の
設
置
が
確
認
さ
れ
、
特
に
、
一
ニ
七

0
年
代
後
半
以
降
、
卒
呉
校
尉
・
護
鮮
卑

中
郎
将
司
誠
亮
校
尉
な
ど
の
中
園
歴
代
王
朝
や
他
の
五
胡
諸
固
に
は
前
例
の
な
い
官
職
ーを
設
置
し
、
特
定
の
民
族
の
管
理
・
監
護
を
職
務
と
し

た
。
す
な
わ
ち
前
秦
は
菅
朝
と
は
異
な
る
濁
自
の
周
遁
民
族
認
識
に
基
づ
い
て
、
異
民
族
統
御
官
に
特
定
の
勢
力
に
劃
躍
す
る
権
能
を
も
た
せ

(

叩

〉

て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

39 
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ク

後

後
秦
の
異
民
族
統
御
官
は
三
八
六
年
の
挑
蔓
の
皇
一
帝
一
開
位
直
後
か
ら
み
ら
れ
る
。

〈
銚
蓑
〉
迭
に
秦
州
に
如
き
、
持
堅
の
秦
州
刺
史
王
統
と
相
い
持
す
に
、

秦

統
、
憧
れ
乃
ち
降
る
。

『
音
書
』
巻
一
一
六
挑
蔓
載
記
に
、

天
水
の
屠
各
・
略
陽
即
売
胡
の
葺
に
膳
ず
る
者
二
着
徐
戸
。

(
中
略
〉
弟
碩
徳
を
都
督
臨
右
諸
軍
事
・
秦
州
刺
史
・
領
護
東
売
校
尉
に
奔
し
、
上
部
に
鎮
せ
し
む
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
秦
州
を
攻
略
し
た
後
に
挑
碩
徳
@
を
秦
州
の
上
部
に
駐
屯
さ
せ
た
と
い
う
記
録
で
め
り
、
挑
碩
徳
は
護
東
尭
校
尉
と
し
て
天

水
の
屠
各
・
略
陽
の
売
胡
の
管
理
に
嘗
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

衣
に
『
亙
国
書
』
巻
二
二
ハ
禿
髪
停
檀
載
記
に
、

傍
檀
、
是
に
於
て
師
を
率
ひ
温
渠
蒙
遜
を
伐
ち
、
豆
池
に
次
る
。

り

、

興

、

蒙
遜
、

嬰
城
固
守
す
る
に
、

赤
泉
に
至
り
て
還

其
の
禾
苗
を
斐
り
、

乃
ち
傍
檀
を
署
し
て
使
持
節
・
都
督
河
右
諸
軍
事
・
寧
騎
大
賂
軍
・
領
護
旬
奴
中
郎

防
府
・
涼
州
刺
史
と
篤
し
、
常
侍
・
公
は
放
の
如
く
し
、
姑
臓
に
鎮
せ
し
む
。

輿
に
馬
三
千
匹
・
羊
三
高
頭
を
献
ず
。

~ 40ー

と
あ
り
、
後
秦
は
四

O
四
年
以
来
稽
藩
し
て
い
た
南
涼
の
禿
髪
傍
檀
@
を
四

O
六
年
に
護
旬
奴
中
郎
終
に
任
命
し
た
。
こ
こ
で
は
服
属
し
た
周

漫
勢
力
に
劃
す
る
稽
披
授
輿
の
側
面
と
と
も
に
、
旬
奴
祖
渠
氏
に
謝
す
る
異
民
族
統
御
官
に
よ
る
支
配
の
意
圃
が
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に
西
秦
の
乞
伏
蟻
磐
@
に
封
し
、
『
E

墨
田
』
巻
一
二
五
乞
伏
乾
簡
裁
記
に
、

挑
興
、
乾
間
聞
の
終
に
西
州
の
患
と
焦
る
を
慮
ん
ば
か
り
、
其
の
朝
す
る
に
因
る
也
、
興
、
留
め
て
主
客
向
書
と
震
し
、
織
磐
を
以
て
建
武

将
軍
・
行
西
夷
校
尉
と
篤
し
、
其
の
衆
を
監
撫
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
後
秦
は
四

O
七
年
に
西
夷
校
尉
を
授
興
し
た
。
こ
の
場
合
も
蟻
磐
は
嘗
時
の
首
長
乾
掃
の
長
子
で
あ
る
か
ら
、
服
属
し
た
周

溢
勢
力
首
長
へ
の
稽
競
の
授
輿
に
準
ず
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
彼
は
西
夷
校
尉
と
し
て
西
秦
勢
力
を
監
撫
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
着
倣

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
後
秦
は
、
新
た
に
支
配
し
た
地
域
の
異
民
族
に
劃
し
て
異
民
族
統
御
官
に
よ
る
管
理
を
企
園
し
、
ま
た

周
漫
民
族
首
長
等
を
異
民
族
統
御
官
に
任
命
す
る
政
策
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。



泰

西
秦
の
異
民
族
統
御
官
に
つ
い
て
は
『
責
治
逼
鑑
』
に
記
録
が
あ
る
。
巻
一
一
九
永
初
三
年
(
四
二
二
〉
僚
に
、

秦
王
蟻
磐
、
折
衝
将
軍
乞
伏
是
辰
を
以
て
西
胡
校
尉
と
篤
し
、
列
海
域
を
汁
羅
に
築
き
以
て
之
に
鎮
せ
し
む
。

と
あ
り
、
乞
伏
是
辰
@
は
西
胡
校
尉
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
巻
一
、
二
O
元
嘉
二
年
(
四
二
五
)
僚
に
、

丘
鎗
、
其
の
衆
を
以
て
秦
に
降
る
に
、
秦
、
鎗
帽
を
以
て
開
善
将
軍
と
篤
し
、
折
衝
将
軍
乞
伏
信
一
帝
を
奔
し
て
卒
尭
校
尉
と
魚
し
、
以
て
之

を
鎖
せ
し
む
。

ケ

西

と
あ
る
。
丘
措
は
黒
水
売
の
酋
で
あ
る
か
ら
、
西
秦
は
黒
水
売
を
管
理
す
る
た
め
に
乞
伏
信
帝
@
を
卒
莞
校
尉
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
事
例
は

少
な
い
が
、
西
秦
は
異
民
族
統
御
官
に
よ
る
異
民
族
針
策
を
行
た
っ
た
こ
と
が
分
か
る
σ

コ

前

涼

諒
を
稽
し
た
五
園
の
う
ち
で
は
南
涼
を
除
く
前
涼
・
後
涼
・
北
涼
・
西
涼
に
異
民
族
統
御
官
が
存
在
し
、

〈

孔

〉

長
自
ら
が
異
民
族
統
御
官
を
稽
し
た。

さ
ら
に
前
涼
・
後
涼
・
西
涼
は
首
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前
涼
首
長
の
異
民
族
統
御
官
の
紋
況
は
錯
綜
し
て
い
る
の
で
、
表
2
に
ま
と
め
て
お
く
。
す
な
わ
ち
三
二

O
年
に
張
茂
@
が
護
尭
校
尉
を
稽

し
た
の
が
前
涼
の
異
民
族
統
御
官
の
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
茂
の
父
の
張
軌
が
三

O
一
年
に
、
茂
の
兄
の
張
寒
も
一
一
一
一
四
年
に
そ
れ
ぞ
れ
西
晋

に
よ
っ
て
護
売
校
尉
と
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
張
茂
は
こ
れ
ら
に
な
ら
い
、
前
涼
の
首
長
の
地
位
に
就
い
た
一
一
一
一
一

O
年
に
護
売
校
尉
を
自

稽
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
獄
況
は
表
2
に
示
し
た
逼
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
涼
に
お
い
て
は
、
張
茂
以
後
す
べ
て
の
首
長
が
護
売
校
尉

を
稿
し
、
ま
た
同
時
に
涼
州
牧
を
兼
任
し
た
。
前
述
し
た
前
越
が
張
茂
の
稽
藩
に
封
し
そ
の
自
稽
を
上
回
る
護
亙
莞
校
尉
を
輿
え
た
こ
と
を
考

え
る
と
き
、
そ
の
認
識
の
相
違
が
明
確
に
な
る
。
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前
涼
に
お
け
る
そ
の
他
の
異
民
族
統
御
官
に
は
張
璃
@
の
寧
戎
校
尉
、
楊
宣
@
の
西
胡
校
尉
、
張
藤
@
の
寧
戎
校
尉
、
索
洋
@
の
典
戎
校
尉

が
存
在
す
る
。
楊
宣
は
『
音
書
』
巻
九
七
、
四
夷
俸
西
戎
江
戸
畑
4

官
僚
に
、
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表2 前涼首長の官職

代 |首長 |年 |任命園! r邑=- 職 名

1 張軌 301 西菅 持節 ・護発校尉・涼州刺史

2 張寒 314 西菅
使持節・都督涼州諸軍事・西中郎終・涼州刺史・領護発

校)f.t・西卒公

320 自稽
使持節・都督涼州諸軍事・卒西将軍・護発校尉 ・涼州

@ 
牧 ・西卒公

3 張茂 使持節 ・俵責銭・侍中 ・都督涼南北秦梁盆巴渓隅右西域

323 前趨 雑夷伺奴諸軍事・太師・領大司馬・涼州牧・領西域大都 ⑬ 

護 ・護忌発校尉・涼王

324 自稽 使持節・大将軍 ・護美校尉 ・涼升l牧・西卒公 ⑬ 
4 張駿

333 東菅 銀西大井寺軍・護発校尉・涼州刺史ー西卒公

346 自稽
使持節・大都督・太尉公・護美校尉・涼少H牧 守西卒公・

@ 
俣涼王

5 張重華

347 東菅
大都督機右関中諸軍事・護発校尉・涼州刺史・大将軍・

俣節

6 張耀鐙 353 自稽 大司馬・護発校尉・涼州刺史・西卒公 @ 

7 張砕 353 自穣 大勝寧 ・護発校尉 ・涼州牧・涼公 @ 

8 張玄観 355 自稽 大都督 ・大勝軍 ・護発校尉 ・涼州牧・西卒公 ② 

363 自稽 使持節 ・大都督・大賂軍・護発校尉・涼チ|悌j史・涼王 @ 

9 張天錫 大終軍 ・大都督 ・督階右闘中諸軍事・護発校尉 ・涼升l刺
366 東菅

史・西卒公

注 :U"青書』巻 8穆帯紀・各86張軌惇 ・巻103劉曜載記・ r貌書』各99私署涼州牧張寒

俸 .r十六園春秩』前涼録(U"太卒御費』巻124所ヲJ)による。

各首長の最初の官職のみ記し，各史料聞に相違があるものについては最も詳細なも

のを示した。

右端の数字は表 1の封態番説。
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其
の
後
、
張
駿
、
沙
州
刺
史
楊
宣
を
遁
わ
し
衆
を
率
い
て
西
域
を
彊
理
せ
し
む
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
西
域
針
策
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
張
藤
は
、
同
巻
一

O
七
石
季
龍
載
記
下
に
、
三
四
七
年
の
後
越
の
蹴
秋

の
前
涼
攻
撃
の
こ
と
と
し
て
、

河
濯
聞
の
正
売

i

十
除
菌
落
、
張
頑
と
相
い
首
尾
す
る
に
、
蹴
秋
、
之
を
俸
れ
て
進
ま
ず
。

と
あ
り
、
豆
・
莞
に
掛
慮
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
索
洋
に
つ
い
て
は
、
同
巻
一
一
五
蒋
登
載
記
附
索
伴
俸
に
、

(
索
津
〉
出
で
て
中
量
将
軍
・
西
郡
武
威
太
守
・
典
戎
校
尉
と
帰
る
。
政
務
寛
和
に
し
て
、
戎
夏
其
の
恵
に
懐
く
に
、

(
張
)
天
錫
、
甚

t

だ
之
を
敬
す
。

と
あ
り
、
典
戎
校
尉
と
し
て
戎
に
劃
慮
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ち
、
前
涼
で
は
護
莞
校
尉
は
涼
州
牧
と
と
も
に
首
長
の
涼
州
支
配
に
付
随
す
る
稽
競
よ
化
し
、
売
を
含
む
異
民
族
に
関
す
る

責
務
は
別
個
の
異
民
族
統
御
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

サ

涼
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後

前
秦
の
待
堅
に
よ
っ
て
西
域
に
涯
遣
さ
れ
た
呂
光
は
、
西
域
を
卒
定
し
た
後
、
持
堅
の
班
水
で
の
敗
北
を
知
っ
て
涼
州
に
と
ど
ま
り
、
一
一
一
八

五
年
、
涼
州
刺
史
一・
護
莞
校
尉
@
を
稽
し
た
。
こ
の
時
黙
で
は
彼
は
形
式
的
に
は
前
秦
の
官
僚
と
し
て
自
稽
し
た
の
で
あ
る
が
、
持
堅
が
挑
葺

に
殺
害
さ
れ
た
の
を
知
る
と
、
三
八
六
年
、
自
ら
太
安
と
改
元
す
る
と
と
も
に
使
持
節
・
侍
中
・
中
外
大
都
督
・
一督
臨
右
河
西
諸
軍
事
・
大
将

軍
・
領
護
旬
奴
中
郎
賂
・
涼
州
牧
・
酒
泉
公
@
と
稽
し
た
。
後
涼
の
異
民
族
統
御
官
の
事
例
は
以
上
の
ニ
例
で
あ
り
、
首
長
の
稽
競
と
し
て
の

み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

シ

オヒ

涼
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北
涼
に
お
い
て
は
四
例
の
異
民
族
統
御
官
が
み
ら
れ
る
。
段
業
時
代
の
三
九
八
年
、
李
尋
問
(
玄
盛
)
は
安
西
将
軍
・
敦
埠
太
守
・
領
護
西
胡

校
尉
@
と
さ
れ
、
ま
た
三
九
九
年
に
は
持
節
・
都
督
涼
輿
己
西
諸
軍
事
・
鎮
西
持
軍
・
領
護
西
夷
校
尉
@
と
さ
れ
た
。
李
昼
間
の
護
西
胡
校
尉
・
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護
西
夷
校
尉
と
し
て
の
行
動
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
温
渠
蒙
遜
が
政
権
を
握
っ
た
後
の
四
一
一
年
、
蒙
遜
が
姑
臓
の
禿
髪
傍
檀
を
破
り
、
さ
ら

に
そ
の
後
姑
賦
に
擦
っ
た
焦
朗
を
破
っ
た
際
、
弟
の
温
渠
撃
を
謹
莞
校
尉
・
秦
州
刺
史
@
と
し
、
彼
が
晶
一
応
死
す
る
と
、
従
租
の
盆
子
を
鎮
京
将

軍
・
護
莞
校
尉
・
秦
州
刺
史
@
に
任
命
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
彼
ら
の
行
動
は
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
異
民
族
統
御
官
の
性
格
を
窺

う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ス

西

涼

李
昼
間
は
四

O
O
年
に
年
読
を
制
定
し
西
涼
と
し
て
濁
立
し
た
が
、

そ
の
際
、
彼
は
『
宋
書
』
巻
九
八
豆
胡
俸
に
よ
る
と
冠
軍
将
軍

・
西
胡
校

尉
・
沙
州
刺
史
・
敦
埠
太
守
@
と
稽
し
た
と
さ
れ
、
『
亙
白
書
』
巻
八
七
涼
武
昭
王
李
玄
盛
俸
及
び
『
親
書
』
巻
九
九
李
尋
問
停
で
は
大
都
督
・
大

将
軍
・
涼
公

・
領
秦
涼
二
州
牧
・
護
売
校
尉
@
を
稽
し
た
と
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
を
採
る
べ
き
か
の
剣
断
の
材
料
は
な
い
が
、
『
宋
書
』
豆
胡
俸

は
四

O
五
年
に
彼
が
大
防
府
軍
・
大
都
督
・
涼
州
牧
・
護
莞
校
尉
・
涼
公
に
改
稿
し
た
と
す
る
。
ま
た
彼
の
死
後
そ
の
後
を
嗣
い
だ
李
散
は
、
四

一
七
年
に
大
都
督
・
大
将
軍
・
涼
公
・
領
涼
州
牧
・
護
売
校
尉
@
を
稽
し
て
い
る
。
西
涼
は
敦
埠
・
酒
泉
を
中
心
に
涼
州
北
部
を
支
配
し
た
に

と
ど
ま
る
が
、
お
そ
ら
く
涼
州
全
域
の
支
配
の
正
嘗
化
の
た
め
右
記
の
官
職
を
自
稽
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
護
莞
校
尉
も
首
長
の
支
配
の

正
嘗
化
の
た
め
の
稽
競
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
『
音
書
』
巻
八
七
涼
武
昭
王
李
玄
盛
俸
の
四

O
七
年
に
お
け
る
東
菅
へ
の
上
表
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文
に
、

又
、
臣
の
州
界
週
遠
に
し
て
、
勅
冠
未
だ
除
か
れ
ず
、
嘗
に
鎮
副
を
須
ち
て
行
留
の
部
分
を
掃
す
べ
き
に
、
輔
ち
匡
の
世
子
士
業
に
監
前

鋒
諸
軍
事
・
撫
軍
将
軍

・
護
売
校
尉
を
偲
し
、
前
軍
を
督
掻
し
て
、
臣
の
先
腫
と
震
さ
し
む
。
叉
、
敦
埋
郡
大
い
に
衆
肢
に
し
て
、
西
域

輔
ち
衣
子
譲
を
以
て
寧
朔
持
軍
・
西
夷
校
尉
・
敦
埋
太
守
と
震
し
、

を
制
御
し
、
高
里
を
管
轄
し
軍
国
の
本
と
篤
る
に
、

し
、
殊
方
を
輯
寧
せ
し
む
。

蝿
葡
を
統
掻

と
あ
り
、
李
昼
間
は
世
子
李
歓
@
・
衣
子
李
譲
@
を
そ
れ
ぞ
れ
護
尭
校
尉
・
西
夷
校
尉
と
し
た
が
、
西
夷
校
尉
は
異
民
族
に
針
麗
し
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
た
吐
魯
番
出
土
の
「
西
涼
建
初
四
年
秀
才
針
策
文
」
か
ら
四

O
八
年
に
護
莞
校
尉
張
和
@
の
存
在
が
知
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明



で
あ
る

0

1

西
涼
に
お
い
て
は
護
売
校
尉
を
首
長
の
稽
競
と
し
て
涼
州
支
配
の
正
嘗
化
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
一
方
、
異
民
族
統
御
官
を
用
い
て
の
周

遺
民
族
劃
策
も
意
圃
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

西
方

i 系
異
民
族 0

・+統
御
官
の
意

一味

前
一
軍
で
各
園
ご
と
に
桧
討
一し
た
一
結
果
に
基
づ
き
、
こ
こ
で
は
特
に
扶
況
の
錯
綜
し
て
い
る
中
圏
西
方
の
民
族
名
を
も
っ
異
民
族
統
御
官
を
中

心
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

1 

売
を
め
ぐ
る
問
題

五
胡
諸
固
に
お
け
る
売
を
冠
す
る
異
民
族
統
御
官
は
左
記
の
如
く
で
あ
る
。

護
莞
校
尉

護
西
売
校
尉

卒
売
校
尉

45 

滅
売
校
尉

護
豆
売
一一枝尉

東
売
校
尉

護
東
莞
校
尉
一

葦
売
中
郎
持

率
先
中
郎
終

前
秦

前
秦

前
趨

前後成前
秦秦漢越

前
越

例

前
涼

七
例

後
涼

例

例例

西
秦

-
一
例

前
秦

例例
ニ
例例例例

北
涼

二
例

西
涼

"hυ 
訓
告

四
例
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こ
れ
は
表
1
の
異
民
族
統
御
官
六
九
例
中
二
五
例
を
占
め
、
他
の
民
族
に
比
べ
、
数
・
種
類
と
も
に
匪
倒
的
に
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
か

っ
て
後
漢
時
代
に
烏
丸
針
策
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
烏
丸
を
冠
す
る
異
民
族
統
御
官
|
護
烏
丸
校
尉
が
こ
の
時
期
わ
ず
か
に
一
例
し
か
み

ら
れ
な
い
の
と
封
照
的
で
あ
る
。

ハ
ロ
)

こ
の
中
で
注
意
さ
れ
る
の
は
護
売
校
尉
で
あ
る
。
護
尭
校
尉
は
前
漢
時
代
に
莞
族
に
劃
慮
す
る
た
め
に
初
め
て
設
置
さ
れ
、
後
漢
・
貌
・
豆
田

〈
日
)

に
縫
承
さ
れ
た
が
、
曹
貌
時
代
か
ら
は
涼
州
刺
史
と
兼
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

そ
し
て
『
音
書
』
巻
二
四
職
官
志
に
は
、

護
莞

・
夷

・
費
等
校
尉
、
案
ず
る
に
武
一
帝
、
南
登
校
尉
を
裏
陽
に
、
西
戎
校
尉
を
長
安
に
、
南
夷
校
尉
を
寧
州
に
置
く
。
元
康
中
、
護
莞

校
尉
は
涼
州
刺
史
と
震
り
、
西
戎
校
尉
は
潅
州
刺
史
と
震
り
、
南
轡
校
尉
は
剤
州
刺
史
と
震
る
。

と
あ
り
、
恵
一
帝
一
の
元
康
年
間
(
二
九
一

l
ニ
九
九
)
に
は
涼
州
刺
史
と
の
兼
任
が
制
度
的
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
西
五
日
時
代
に
護
莞
校

〈

U
〉

尉
に
任
官
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
二
八
二
年
の
胡
喜
、
二
八
六
年
の
彰
析
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
胡
喜
は
涼
州
刺
史
と
の
乗
任
が
確
認
で

積
い
て
三

O
一
年
、
晋
は
張
軌
を
護
莞
校
尉
・
涼
州
刺
史
に
任
じ
た
。
し
か
し
彼
は
西
菅
末
の
混
蹴
の
な
か
で
間
も
な
く
河
西
の
覇
権
を
握

り
、
寅
質
的
に
前
涼
政
権
を
形
成
す
る
。
張
軌
以
後
、
前
涼
は
彼
の
後
継
者
に
引
き
継
が
れ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
彼
ら
は
そ
の
地
位
に
就

く
と
護
莞
校
尉

・
涼
州
刺
史
を
稽
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
涼
州
の
支
配
者
の
護
売
校
尉
自
稽
が
始
ま
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
耳
目
は
、
第
二
代

張
寒
・
第
四
代
張
駿
・
第
五
代
張
重
華
・
第
九
代
張
天
錫
を
そ
れ
ぞ
れ
護
発
校
尉
・
涼
州
刺
史
に
任
命
し
、
ま
た
前
越
は
第
三
代
張
茂
を
涼
州
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き
る
。

牧
・
護
亙
尭
校
尉
と
し
た
。
前
涼
の
支
配
者
の
な
か
に
は
青
か
ら
護
売
校
尉
・
涼
州
刺
史
と
さ
れ
な
か
っ
た
人
物
も
い
る
も
の
の
、

期
、
音
及
び
前
涼
以
外
の
五
胡
諸
園
に
は
護
莞
校
尉
や
涼
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
た
も
の
は
い
な
い
か
ら
、
護
莞
校
尉
は
涼
州
刺
史
と
一
憧
と
な

こ
の
時

り
、
贋
く
涼
州
を
支
配
す
る
前
涼
の
支
配
者
に
劃
す
る
稽
披
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
涼
の
後
、
持
堅
に
よ
る
涼
州
支
配
を
挟
ん
で
、
三
八
五
年
に
涼
州
姑
臓
に
擦
っ
た
自
光
も
一
時
、
護
莞
校
尉
・
涼
州
刺
史
を
自
稽
し
、
ま

た
四

O
O年
に
敦
埋
に
自
立
し
た
西
涼
の
李
晶
画
は
(
秦
〉
涼
〈
二
)
州
牧
・
護
莞
校
尉
を
稽
し
、
こ
れ
は
四
一
七
年
に
は
彼
の
第
二
子
李
散
に



引
き
継
が
れ
る
。
後
涼
・
西
涼
に
お
い
て
も
、
護
莞
校
尉
・
涼
州
刺
史
兼
任
が
涼
州
支
配
の
た
め
に
一
定
の
意
義
を
有
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る。
と
こ
ろ
が
日
光
の
場
合
、
三
八
六
年
に
は
護
旬
奴
中
郎
賂
・
涼
州
牧
を
稽
し
、
護
売
校
尉
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
目
光
か
ら
濁
立
し
た

(

日

〉

北
涼
の
段
業
が
三
九
七
年
に
使
持
節
・
犬
都
督
・
龍
醸
籍
軍
・
涼
州
牧
・
建
康
公
を
、

一も
ま
た
業
を
殺
し
て
自
立
し
た
温
渠
蒙
遜
は
四

O
一
年
に

(
日
)

使
持
節
・
大
都
督
・
大
勝
軍
・
涼
州
牧
・
張
披
公
を
稽
し
、
三
九
九
年
に
築
都
に
都
し
た
南
涼
の
禿
髪
烏
孤
は
弟
利
鹿
孤
を
涼
州
牧
に
任
じ

(
臼
)

た
。
さ
ら
に
北
涼
で
は
、
四
一
一
年
に
姑
臓
に
進
出
し
た
際
、
温
渠
掌
・
温
渠
盆
子
を
相
次
い
で
護
莞
校
尉
と
し
た
。
つ
ま
り
北
涼
と
南
涼
で

は
い
ず
れ
も
涼
州
刺
史
と
護
尭
校
尉
の
兼
任
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

五
胡
十
六
園
時
代
、
五
涼
政
権
以
外
に
護
売
校
尉
や
涼
州
刺
史
を
設
置
し
た
勢
力
と
し
て
は
前
秦
と
後
秦
及
び
東
音
が
あ
る
。
前
秦
で
は
三

七
四
年
に
護
尭
校
尉
郵
尭
が
盆
州
の
反
範
鎮
座
に
出
撃
し
、

中
書
令
梁
照
を
護
西
莞
校
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ま
た
三
七
六
年
に
前
涼
の
張
天
錫
を
滅
ぼ
し
た
後
、

ハ
四
)

尉
・
涼
州
刺
史
と
し
た
。
後
秦
は
涼
州
に
進
出
し
た
四

O
三
年
に
王
向
を
涼
州
刺
史
に
任
命
し
、
四

O
六
年
に
は
南
涼
の
禿
髪
停
檀
を
掠
州
刺

史
・
護
旬
奴
中
郎
婚
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
護
発
投
尉
・
涼
州
刺
史
兼
任
の
形
態
を
と
っ
て
い
な
い
。
ま
た
東
菅
は
四
一
八

(

山

口

〉

〈

却

)

年
に
李
散
を
持
節
・
都
督
七
郡
諸
軍
事
・
鎮
西
大
崎
府
軍
・
護
費
校
尉
・
酒
泉
公
に
任
ず
る
が
、
涼
州
刺
史
は
北
涼
の
温
渠
蒙
遜
に
輿
え
た
。
ま

西
涼
滅
亡
後
は
吐
谷
津
の
首
長
を
護
売
校
尉
に
任

た
宋
は
西
涼
・
北
涼
に
封
し
、
東
耳
目
の
形
式
を
縫
承
し
て
護
売
校
尉
・
涼
州
刺
史
を
輿
え
、

命
し
た
。

(

幻

〉

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
後
秦
で
あ
る
。
後
秦
は
前
秦
存
堅
の
班
水
の
戦
敗
北
後
、
三
八
四
年
に
挑
蓑
が
自
立
し
て
始
ま
る
が
、
三
八
五
年

八
月
に
は
蒋
堅
を
捕
殺
し
、
長
安
を
獲
得
し
た
挑
蓑
は
皇
一
一
帝
を
稽
し
て
勢
力
を
大
き
く
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
『
親
書
』
巻
九
五
売
挑
蓑
俸
に
よ

(
m
必

)

ハ

幻

)

る
と
、
南
安
郡
赤
亭
の
挑
氏
は
焼
蛍
莞
の
後
喬
で
あ
り
、
燐
営
売
は
『
後
漢
書
』
巻
八
七
四
西
売
停
か
ら
西
売
に
分
類
さ
れ
る
。
挑
氏
が
西
尭

一

(

川

品

)

(

お

)

と
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
挑
吃
仲
の
五
世
の
租
の
遜
那
が
後
漢
の
西
莞
校
尉
に
、
吃
仲
の
父
桐
回
が
曹
魂
の
西
尭
都
督
に
そ
れ
ぞ
れ
任
じ
ら
れ
た

こ
と
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
前
秦
が
、
後
秦
の
勢
力
績
大
に
と
も
な
い
、
三
八
六
年
に
護
売
中
郎
終
、
さ
ら
に
三
八
九
年
に
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は
滅
莞
校
尉
を
置
き
、
後
秦
を
異
民
族
統
御
官
で
管
理
し
、

さ
ら
に
攻
撃
の
封
象
と
し
た
こ
と
か
ら
、

四
世
紀
末
に
お
い
て
も
そ
の
認
識
に
獲

(
お
)

化
の
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
挑
吃
仲
は
永
嘉
の
観
に
際
し
て
、
護
売
校
尉
・
薙
州
刺
史
・
扶
風
公
を
自
稀
す
る
。

(

幻

〉

こ
れ
は
例
え
ば
蒲
洪
が
耳
目
の
護
豆
校
尉
を
稽
し
た
こ
と
と
同
様
な
こ
と
で
あ
り
、
自
立
で
き
な
い
段
階
で
は
先
ず
は
自
ら
の
民
族
に
劃
す
る
監

護
を
主
張
し
あ
る
い
は
そ
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
権
力
の
正
嘗
性
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
挑
氏
自
ら
も
西
尭
を
認
識
し
て
い
た
わ
け

で
、
挑
葺
が
三
八
六
年
に
皇
帝
を
稽
し
て
以
後
は
、
後
秦
は
涼
州
を
支
配
し
て
も
涼
州
刺
史
を
任
。す
る
の
み
で
護
売
校
尉
は
つ
い
に
設
置
し
な

(
勾
〉ロ

ロ
光
が
自
立
し
た
三
八
六
年
に
は
、
そ
の
東
方
の
勢
力
は
も
は
や
亘
族
で
は
な
く
売
族
に
な
っ
て
い
た
。
後
涼
に
と
っ
て
後
秦
は
異
民
族
統

御
官
で
封
慮
す
べ
き
周
漫
勢
力
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
西
涼
が
奮
来
の
形
態
を
と
っ
た
の
は
、
後
秦
と
直
接
境
を
接
す
る
こ
と
な
く
そ
の

動
向
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
涼
州
の
西
部
の
み
し
か
支
配
で
き
な
か
っ
た
現
肢
を
稽
競
に
よ
っ
て
補
お
う
と
し
た
た
め
で

以
上
の
よ
う
に
護
売
校
尉
を
初
め
と
す
る
尭
を
冠
す
る
異
民
族
統
御
官
の
設
置
状
況
は
、

五
胡
諸
圏
各
国
の
民
族
認
識
・
園
家
観
を
如
貧
に
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あ
る
。

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
文
字
通
り
売
族
の
監
護
を
行
な
う
異
民
族
統
御
官
、
特
定
の
目
的
を
付
興
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
支
配
の
正
嘗
性
を

意
味
す
る
も
の
な
ど
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

2 

西
夷
・
西
轡
・
西
戎
・
戎
・
西
胡
に
つ
い
て

お
お
よ
そ
中
圏
西
方
の
異
民
族
の
管
理
を
職
務
と
す
る
と
類
推
で
き
る
も
の
の
、

そ
の
具
韓
的
な
針
象
民
族
が
不
明
確
な
異
民
族
統
御
官
に

西
夷
・
西
戎
・
戎
・
西
胡
・
西
畿
を
冠
す
る
異
民
族
統
御
官
が
あ
る
。

五
胡
諸
園
に
お
け
る
も
の
は
以
下
の
逼
り
で
あ
る
。

西
夷
校
尉

成
漢

四
例

前
奏

例

後
秦

例

北
涼

例

西
涼

例

護
西
夷
校
尉

前
秦

例

北
涼

例



西
夷
中
郎
賂

西
轡
校
尉

西
戎
校
尉

寧
戎
校
尉

典
戎
校
尉

，ー

西
胡
校
尉

一護
西
胡
校
尉

ぺi

後
越
一

一
例

前
秦

前
秦

前
涼

前
涼

例例
二
例
~

例

西
秦

例

十前
涼
十

例

-一い
西
涼
一

例

北
涼

倒

す
な
わ
ち
西
夷
を
冠
す
る
も
の
一
一
例
、
西
轡
を
冠
す
る
も
の
一
例
、
西
戎
を
冠
す
る
も
の
一
例
、
戎
を
冠
す
る
も
の
三
例
、
西
胡
を
冠
す
る

も
の
四
例
、
合
計
二
。
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
異
民
族
統
御
官
の
位
格
を
考
察
す
る
指
標
と
し
て
や
は
り
中
園
歴
代
王
朝
の
朕
況
を
把
握
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
漢
及
び
三
園
に
は
こ
れ
ら
は
設
置
さ
れ
ず
、
五
回
に
お
い
て
賓
例
の
あ
る
も
の
は
、
(
護
)
西
夷
校
尉
・
一西
轡
校
尉
・
(
護
〉
西

戎
校
尉
で
あ
る
。
以
下
、
耳
目
の
こ
の
三
種
の
異
民
族
統
御
官
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
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西
夷
校
尉
は
『
耳
目
室
田
』
職
官
志
に
は
規
定
は
な
い
が
、
ー
『
牽
陽
園
士
山
』
巻
八
大
同
志
太
康
三
年
つ
一
八
二
〉
僚
に
、

萄
の
売
夷
多
き
を
以
て
、
西
夷
府
を
置
き
、
卒
臭
軍
司
張
牧
を
以
て
校
尉
と
漏
し
、
節
を
持
し
て
兵
を
統
べ
し
む
。
州
、
別
に
西
夷
を
治

す
と
萄
を
治
す
を
立
て
、
各
々
長
史
・
司
馬
を
置
く
。

と
あ
り
、
こ
れ
が
西
夷
校
尉
の
初
見
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
よ
る
と
西
夷
校
尉
は
局
の
尭
族
封
策
の
た
め
に
置
か
れ
、
州
刺
史
と
別
に
官
街
も

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
涼
州
の
売
は
護
売
校
尉
の
管
理
の
封
象
に
な
っ
て
い
た
め
に
劃
し
、
萄
の
売
は
西
夷
と
さ
れ
、
西
夷
校
尉
の
管
理

下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
音
の
西
夷
校
尉
は
墨
田
書
』
・
『
華
陽
園
士
山
』
・
内
資
治
遁
鑑
』
等
に
よ
る
と
、
J

張
牧
以
下
次
の
ニ

O
名
を
敷
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
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-
張
牧

2
麹
嫡

3
陳
聴

4
羅
向

5
張
峻

6
皮
素

7
韓
松

8
暴
重
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9
張
羅

叩
王
異

口
周
焼

日
毛
蓮

日
張
答

回
文
慮
茂

ロ
向
沈

却
沈
叔
任

凶
器
丘
鴎

M
李
剣

日
柳
純

日
蘭
維

こ
の
う
ち
陳
聴
ま
で
の
三
人
は
盆
州
刺
史
と
別
に
成
都
に
置
か
れ
た
が
、
羅
向
か
ら
王
異
ま
で
は
盆
州
刺
史
を
兼
任
す
る
。
し
か
し
羅
向
は
成

漢
の
李
雄
の
攻
撃
を
受
け
、
三

O
四
年
か
ら
は
成
都
か
ら
離
れ
て
巴
郡
・
巴
東
に
屯
し
、
向
沈
か
ら
は
盆
州
刺
史
も
稽
す
る
こ
と
は
な
く
な

り
、
治
所
は
さ
ら
に
東
に
移
動
す
る
。
そ
し
て
三
二

0
年
代
の
柳
純
を
最
後
に
し
ば
ら
く
任
官
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
後
三
五
六
年
に
西

夷
校
尉
母
丘
障
が
存
在
す
る
の
で
、
成
漢
滅
亡
後
復
活
し
、
前
秦
が
盆
州
を
占
接
し
た
時
期
を
除
い
て
縫
績
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
兼
任
地
方

官
は
盆
州
内
の
郡
太
守
で
あ
っ
た
。
た
だ
萄
の
尭
族
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

一
躍
記
録
上
衣
の
四
人
が
知
ら
れ
る
。

2
周
鳩

次
に
西
轡
校
尉
は
『
音
書
』
職
官
志
に
は
規
定
は
な
い
が
、

-
朱
一
無

3
趨
賓

4
毛
穆
之
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そ
の
う
ち
朱
煎
・
毛
穆
之
の
二
人
は
盆
州
刺
史
を
兼
任
し
、
趨
賓
は
巴
都
太
守
で
あ
る
。
こ
の
西
登
校
尉
の
兼
任
官
・
治
所
・
出
現
時
期
は
、

前
述
の
成
漢
滅
亡
後
に
復
活
し
た
西
夷
枝
尉
と
相
違
は
な
い
。
た
だ
趨
賓
は
自
稽
、
毛
穆
之
は
桓
沖
に
よ
る
任
命
で
あ
り
、
晋
の
官
職
と
し
て

検
討
の
封
象
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま
た
周
娩
は
前
述
の
西
夷
校
尉
の
周
域
と
同
一
人
物
で
あ
る
が
、
『
音
書
』
巻
五
人
周
訪
停
で
は
西

夷
校
尉
、
同
巻
一
一
一
一
一
存
堅
載
記
上
で
は
西
蟹
校
尉
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
を
採
る
べ
き
か
剣
定
す
る
史
料
が
な
い
た
め
、
彼
も
検
討
の
封

象
か
ら
は
ず
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
晋
の
西
轡
校
尉
と
し
て
検
討
で
き
る
の
は
朱
煮
の
み
と
な
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
動
向
は
記
さ
れ
て
い

な
い
。
耳
目
の
西
轡
校
尉
の
傾
向
を
云
々
す
る
こ
と
は
障
踏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

等
か
ら
次
の
一
三
代
、

さ
ら
に
西
戎
校
尉
は
前
掲
の
『
耳
目
書
』
職
官
志
に
よ
る
と
長
安
に
置
か
れ
、
薙
州
刺
史
を
兼
務
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
m
U
)
 

一
一
一
人
の
就
任
が
確
認
で
き
る
。

『E
日
書
』
列
停

-
司
馬
泰

2
司
馬
東

9
麹
允

叩
司
馬
勅

3
司
馬
彫

日
楊
亮

4
唐
彬

5
解
系

6
司
馬
彫

7
司
馬
顕

8
閤
績

ロ
周
寝

日
楊
盛



こ
の
う
ち
司
馬
泰
・
司
馬
一膨
・
唐
彬
・
解
系
・
司
馬
顛
・
麹
允
・
司
馬
動
・
揚
亮
の
八
人
は
潅
州
刺
史
あ
る
い
は
都
督
開
中
軍
事
を
兼
任
し
て

い
る
。
司
馬
東
・
閤
績
の
二
人
は
兼
任
官
不
明
、
残
る
二
人
は
三
九

O
年
の
漢
中
に
置
か
れ
た
梁
州
刺
史
周
瑳
と
四

O
四
年
の
涼
州
刺
史
楊
盛

で
あ
る
。
麹
允
は
三
ご
二
年
に
西
戎
校
尉
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
次
の
司
馬
動
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
三
六

O
年
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
一

0
年
代
か
ら
約
四

0
年
間
、

E

日
は
西
戎
校
尉
を
任
命
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
期
聞
は
長
安
附
近
が
前
趨
及
び
後
越
の
支
配
下
に
置
か
れ

た
期
間
と
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
後
一
時
的
に
東
晋
の
勢
力
が
闘
中
に
及
ん
だ
際
の
三
六

O
年
に
司
馬
動
、
三
八
六
年
に
楊
亮
が
西
戎
校
尉
に

在
任
し
て
お
り
、
一
一
一
九

O
年
の
周
理
の
任
命
は
東
膏
が
漢
中
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
西
戎
校
尉
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
の
寅

際
の
職
務
は
豆
族
や
劉
曜
に
関
わ
る
と
と
も
行
な
っ
て
は
い
る
が
、
概
ね
薙
州
の
支
配
に
関
連
す
る
官
職
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
晋
の
西
方
系
異
民
族
統
御
官
は
涼
州
の
護
売
校
尉
の
他
に
、
盆
州
に
西
夷
校
尉
、
薙
州
に
西
戎
校
尉
が
設
置
さ
れ
、

ま
た
西

轡
校
尉
も
置
か
れ
た
。
こ
れ
ら
は
州
刺
史
等
と
兼
任
し
て
特
定
の
州
の
異
民
族
全
般
を
扱
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
州
に
密
接
に
関
係
し
て
い

る
た
め
、
晋
が
そ
の
地
域
の
支
配
を
失
う
と
異
民
族
統
御
官
も
配
置
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

き
て
五
胡
諸
固
で
あ
る
が
、
町一成
漢
に
は
西
夷
校
尉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
耳
目
の
西
方
支
配
を
縫
承
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
特
定

の
謝
象
民
族
は
浮
か
び
上
が
っ
て
い
な
い
。

一後
越
は
前
越
と
接
鏑
す
芯
地
域
に
西
夷
中
郎
絡
を
置
き
、
前
趨
に
劃
慮
さ
せ
た
。
前
秦
で
は
西
夷

校
尉
・
護
西
夷
校
尉
・
西
登
校
尉
J

西
戎
校
尉
が
置
か
れ
た
。
護
西
夷
校
尉
・
西
夷
校
尉
は
そ
れ
ぞ
れ
盆
州
刺
史
・
巴
西
梓
濫
ニ
郡
太
守
を
兼

ね
、
混
同
の
兼
任
形
態
と
同
様
に
盆
州
地
方
に
駐
屯
し
た
が
、
特
定
の
民
族
と
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
西
轡
一・
西
戎
の
示
す
民
族
も
不
明

で
あ
る
。
後
秦
で
は
乞
伏
蟻
磐
を
西
夷
校
尉
と
し
て
西
秦
に
劃
慮
さ
せ
た
。
前
涼
に
お
い
て
は
寧
戎
校
尉
・
奥
戎
校
尉
が
涼
州
の
諸
民
族
、
西

胡
校
尉
は
西
域
の
諸
民
族
を
管
轄
し
た
よ
う
で
、
莞
族
に
劃
し
て
も
寧
戎
校
尉
が
闘
興
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
涼
で
は
西
夷
校
尉
は
敦
埋
に

置
か
れ
た
が
、
そ
の
職
務
は
西
域
の
民
族
に
劃
慮
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

- 51ー

51 

す
な
わ
ち
西
夷
の
意
味
す
る
民
族
は
、
後
越
で
は
前
趨
、
後
秦
で
は
西
秦
、
西
涼
で
は
西
域
諸
民
族
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
西
胡
は
前

涼
で
は
西
域
で
あ
る
の
に
劃
L
、
西
秦
の
場
合
は
、
民
族
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
支
配
領
域
'か
ら
み
て
西
域
の
民
族
で
あ
る
可
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能
性
は
な
い
。
さ
ら
に
前
涼
の
戎
は
涼
州
の
諸
民
族
を
意
味
し
た
。
こ
れ
ら
は
晋
の
西
夷
等
と
全
く
異
な
り
、
関
係
す
る
州
も
相
違
す
る
。
す

な
わ
ち
五
胡
諸
園
の
一
部
で
は
音
と
は
異
な
る
民
族
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

" 

五
胡
諸
圏
各
園
の
民
族
観

異
民
族
統
御
官
は
曹
説
以
来
、
州
刺
史
に
よ
っ
て
兼
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
地
方
行
政
匝
域
を
越
え
て
信
用
さ
れ
た
職
務
が
特
定
の

州
内
に
限
定
さ
れ
て
く
る
。
し
か
し
個
々
の
民
族
は
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
州
を
越
え
て
活
動
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
民
族
針
策
に
は

別
の
異
民
族
統
御
官
の
設
置
が
必
要
に
な
っ
た
。
晋
代
に
お
い
て
多
く
の
異
民
族
統
御
官
が
新
設
さ
れ
た
の
は
そ
う
し
た
事
情
に
起
因
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
五
胡
諸
園
も
音
の
影
響
を
受
け
、
様
々
な
異
民
族
統
御
官
を
設
置
し
た
。
し
か
も
五
胡
諸
園
自
瞳
が
中
園
王
朝
か
ら
み
れ
ば
異

民
族
統
御
官
の
統
御
の
劉
象
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
種
々
の
饗
異
を
生
じ
た
が
、
そ
の
襲
異
こ
そ
が
五
胡
諸
圏
各
園

の
民
族
認
識
の
現
出
な
の
で
あ
る
。
前
章
ま
で
に
異
民
族
統
御
官
の
設
置
朕
況
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
異
民
族
統
御
官
の
存
在
形
態
か
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ら
指
摘
で
き
る
五
胡
諸
園
の
民
族
観
を
、
前
稿
で
の
南
轡
校
尉
・
卒
呉
校
尉
の
検
討
結
果
も
踏
ま
え
て
整
理
し
て
お
く
o

-

前
越
は
そ
れ
ま
で
の
中
園
王
朝
と
は
異
な
る
周
漣
民
族
認
識
を
も
ち
、
特
に
底
・
丁
零
を
異
民
族
統
御
官
で
劃
慮
す
べ
き
民
族
で
あ
る
と
し

た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
+後
越
も
前
越
を
西
夷
と
看
倣
し
、
東
晋
を
南
轡
と
規
定
す
る
な
ど
濁
自
の
民
族
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
前
燕

で
は
三
五
二
年
の
前
燕
一
帝
園
成
立
以
後
、
東
夷
・
旬
奴
・
東
晋
と
い
う
三
方
の
勢
力
に
異
民
族
統
御
官
で
劃
慮
ず
る
民
族
認
識
を
も
つ
よ
う
に

な
・っ
た
の
で
あ
る
。

前
秦
は
自
ら
を
豆
族
と
認
識
し
て
い
た
が
、
待
堅
時
代
の
中
期
ま
で
膏
と
異
な
る
民
族
認
識
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
三
七

0
年
代
後
半
か

ら
東
耳
目
に
劃
す
る
南
轡
校
尉
・
卒
果
校
尉
設
置
を
含
め
て
、
濁
自
の
周
港
民
族
認
識
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
尭
族
に
劃
し
て
は
、
後
秦

と
の
乳
牒
が
激
し
く
な
る
と
と
も
に
敵
劃
勢
力
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
劃
し
て
後
秦
は
、
護
尭
校
尉
を
麿
止
す
る
な
ど
自
ら
尭
族
一
意

識
を
も
ち
、
西
秦
を
西
夷
と
看
倣
し
、
加
え
て
後
涼
を
初
め
と
す
る
周
遁
諸
園
の
民
族
認
識
に
も
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に



西
秦
は
、
一
四
二

0
年
代
に
は
詳
細
は
不
明
な
が
ら
周
謹
の
小
勢
力
を
異
民
族
統
御
官
で
統
御
す
る
も一
意
識
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
前
涼
で
は
、
護
尭
校
尉
の
稽
競
化
が
進
み
、
尭
族
自
瞳
は
戎
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、
ま
た
西
域
の
諸
族
は
西
胡
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

同
℃
く
涼
州
に
建
園
し
た
後
涼
は
、
後
秦
の
勃
興
期
に
嘗
り
、
後
秦
l
売
族
に
劉
麿
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
護
売
校
尉
の
設
置
を
回
避
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
逆
に
西
涼
は
、
尭
を
異
民
族
統
御
官
で
管
理
す
る
民
族
と
看
倣
し
た
が
、
こ
れ
は
涼
州
の
中
心
地
姑
臓
を
支
配
で
き

な
い
な
か
、
停
統
的
な
護
売
校
尉
を
自
稽
す
る
こ
と
で
涼
州
支
配
の
正
嘗
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
後
秦
と
直
接
境
を
接

す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
西
涼
の
地
勢
的
特
徴
も
影
響
し
て
い
た
。
な
お
西
域
諸
族
は
西
夷
と
理
解
さ
れ
た
。

さ
て
特
定
民
族
に
劃
し
て
異
民
族
統
御
官
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
そ
の
民
族
を
自
ら
の
統
御
の
劃
象
と
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
な

ら
ば
、
す
で
に
園
家
を
篤
し
て
い
る
勢
力
に
劃
し
て
異
民
族
統
御
官
を
設
置
し
た
り
、
そ
の
勢
力
の
首
長
を
異
民
族
統
御
官
に
任
命
し
た
事
例

は
、
嘗
時
の
各
園
の
劃
外
認
識
を
知
る
上
で
特
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
以
下
の
例
が
あ
る
。

前
越
↓
前
涼

後
越
↓
前
越
・
東
晋

前
燕
↓
東
晋
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一前
奏
↓
東
菅
・
後
秦

後
秦
↓
南
涼
・
西
秦

ま
た
濁
立
し
た
首
長
自
ら
が
異
民
族
統
御
官
を
自
稽
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
周
固
に
自
ら
を
凌
ぐ
勢
力
の
存
在
を
認
識
し
た
結
果
で
あ

る
。
そ
の
現
象
は
河
西
の
前
涼
・
後
涼
・
西
涼
に
現
れ
る
。

す
な
わ
ち
前
超
・
後
越
・
前
燕
・
前
秦
・
後
秦
は
周
謹
勢
力
に
劃
し
て
積
極
的
な
民
族
政
策
を
展
開
し
て
、
自
ら
の
中
原
王
朝
と
し
て
の
位

置
づ
け
を
園
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
五
園
の
民
族
認
識
は
前
述
し
た
よ
う
に
中
園
歴
代
王
朝
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
前
涼
・
後

涼
・
西
涼
の
政
策
は
限
定
的
で
あ
く
ま
で
周
港
園
家
と
し
て
の
地
位
に
と
ざ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

53 
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一
見
中
園
主
朝
の
機
構
を
踏
襲
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
民
族

名
や
従
来
の
官
職
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
園
的
な
官
僚
制
に
濁
自
の
民
族
認
識
を
反
映
さ
せ
た
官
職
を
新
設
し
展
開
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

五
胡
諸
園
の
異
民
族
統
御
官
の
制
度
は
、

お

わ

り

本
稿
で
は
、
異
民
族
統
御
官
と
い
う
民
族
政
策
の
最
前
線
に
位
置
す
る
官
職
を
手
が
か
り
と
し
て
、

五
胡
諸
国
の
民
族
認
識
に
一
定
の
見
通

し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
前
稿
で
は
東
膏
に
封
慮
す
る
た
め
に
南
轡
校
尉
・
卒
呉
校
尉
を
設
置
し
た
五
胡
諸
園
、
す
な
わ
ち
後
趨
・
前
燕
・

前
秦
に
前
趨
・
後
秦
を
加
え
た
諸
園
の
園
家
意
識
の
成
熟
を
指
摘
し
た
が
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
右
記
の
五
園
に
つ
い
て
の
理
解
も
そ
れ
と
一
致

す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ

で
指
摘
し
得
た
こ
と
は
五
胡
諸
園
の
民
族
観
の
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
民
族
名
を
冠
し
た
官
職
に
は
他
に
も
都
督

(
m山
)

諸
軍
事
や
護
軍
が
存
在
す
る
。
ま
た
各
国
の
そ
の
他
の
政
策
や
個
々
の
人
々
の
動
向
・
言
動
の
中
に
も
そ
の
民
族
認
識
が
表
出
す
る
事
柄
を
徴

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
枇
舎
の
民
族
観
の
全
瞳
像
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
な
作
業
で
あ
る
。

し
か
し
中
園
文
化
の
特
徴
の
一
つ
で

し
か
も
民
族
問
題
が
切
貧
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
後
漢
時
代
に
瑳
展
し
た
異
民
族
統
御
官
を
指
標
に

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
五
胡
諸
園
の
民
族
観
を
検
討
す
る
こ
と
も
、
東
ア
ジ
ア
史
上
の
民
族
を
捉
え
る
に
嘗
た
り
、
一
定
の
意
義
の
あ
る
こ
と

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
は
さ
ら
に
多
く
の
現
象
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
族
の
全
僅
像
に
迫
る
こ
と

あ
る
官
僚
機
構
の
中
に
現
れ
る
、

に
あ
る
。

註(
1
〉
正
確
に
は
五
胡
十
六
圏
諸
園
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
煩
雑
で
あ
る
の

で
本
稿
で
は
五
胡
諸
園
と
記
す
こ
と
に
す
る
。

〈

2
)

五
胡
諸
園
の
官
僚
機
構
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
前
燕
の
官
僚
機
構
情
に

つ
い
て
」
(
『
史
観
』
一
一
一
一
一
、
一
九
九
O
年
〉
註
(
2
〉
所
引
論
文
、
及

び
拙
稿
「
後
燕
・
南
燕
の
官
僚
機
構
に
つ
い
て
」
(
『
早
稲
田
大
皐
本
庄

高
等
皐
院
研
究
紀
要
』
一

O
、
一
九
九
二
年
〉
参
照
。
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(

3

)

五
胡
諸
圏
に
お
い
て
民
族
名
を
冠
す
る
官
職
に
は
、
均
四
尉
・
中
郎

一賂
・
都
督
誇
軍
事
・
護
軍
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
漢
代
以
来
、
周
遁
民

族
を
統
御
す
る
官
職
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
は
校
尉
・
中
郎
賂
で
あ

り
、
多
く
の
五
胡
諸
園
に
お
い
て
も
民
族
政
策
の
中
心
官
職
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
民
族
名
を
冠
す
る
校
尉
・
中
郎
賂

r

J
V

』
中
心
に
考
察
し
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
異
民
族
統
御
官
と
稽
す
石
こ

と
に
す
る
。
菅
及
び
五
胡
諸
園
の
異
民
族
統
御
官
に
つ
い
て
言
及
し
た

論
考
と
し
て
は
、
船
木
勝
馬
「
烏
丸
校
尉
・
旬
奴
中
郎
賂
を
め
ぐ
る
諸

問
題
」
〈
『
江
上
波
夫
敬
授
古
稀
記
念
論
集
、
歴
史
篤
』
所
枚
、
山
川
出

版
社
、
一
九
七
七
年
)
、
同
「
西
菅
時
代
の
弁
州
と
幽
州
」
(
『
中
央
大

「ぽ

皐
文
田
宇
部
紀
要
』
八
四
、
一
九
七
七
年
)
、
張
園
慶
「
西
菅
至
北
貌
時

期
今
謙
虚
東
夷
筏
尉
。
初
探
」
(
『
中
央
民
族
皐
院
拳
報
』
一
九
八
九
|

三
、
一
九
八
九
年
〉
、
陳
園
燦
「
貌
菅
関
的
烏
丸
輿
。
護
烏
丸
校
尉
乙

(
『
貌
耳
目
南
北
朝
階
唐
史
資
料
』
て
一
九
七
九
年
〉
な
ど
が
あ
る
。

(

4

)

船
木
勝
馬
内
烏
丸
校
尉
・
何
奴
中
郎
防
柑
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
(
前
掲

一註
(

3

)

)

に
よ
る
と
、
曹
鏡
時
代
に
は
州
刺
史
の
権
限
の
増
大
に
と
も

な
い
異
民
族
統
御
官
を
業
領
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
耳
目
に
も
縫

承
さ
れ
、
墨
田
書
』
職
官
志
に
よ
る
と
、
異
民
族
統
御
官
を
乗
佳
す
る

特
定
の
州
刺
史
が
規
定
さ
れ
、
そ
れ
は
列
俸
等
に
散
見
さ
れ
る
個
別

の
事
例
と
概
ね
一
致
す
る
し
、
ま
た
規
定
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、
特

定
の
州
刺
史
と
異
民
族
統
御
官
の
組
合
せ
も
定
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
五
胡
諸
圏
で
は
育
の
規
定
や
事
例
と
異
質
な
組
合
せ
が

し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
た
め
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

〈
5
〉
拙
稿
「
五
胡
諸
園
の
異
民
族
統
御
官
と
東
E
H
」
〈
『
東
方
皐
』
八
二
、

一
九
九
一
年
。
以
下
「
前
稿
」
と
す
る
)
。
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(

6

)

異
民
族
統
御
官
に
は
民
族
名
の
上
に
何
ら
か
の
文
字
が
付
さ
れ
る
も

の
と
民
族
名
の
み
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
護
」
が
付
さ
れ
る
も

の
と
民
族
名
の
み
の
も
の
と
の
差
は
明
確
で
は
な
い
の
で
、
表
示
す
る

場
合
は
史
料
に
み
ら
れ
る
通
り
に
記
す
が
、
検
討
す
る
際
に
は
爾
者
の

差
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

(
7
〉
異
民
族
統
御
官
が
特
定
の
民
族
に
封
蕗
し
て
い
る
事
例
は
み
ら
れ

ず
、
逆
に
三
二
三
年
に
忌
の
楊
難
敵
の
離
反
に
謝
し
て
中
領
軍
・
帥
府

軍
・
征
東
賂
軍
が
封
慮
し
、
一
一
一
一
一
一

O
年
に
太
子
班
が
寧
州
夷
を
討
卒
し

た
事
例
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
『
青
書
』
巻
=
二
李
雄
載
記
)
。

(
8
〉
『
音
書
』
巻
八
六
張
軌
俸
に
「
(
陳
)
珍
、
再
出
発
の
衆
を
募
愛
し
、

(
劉
)
曜
を
撃
ち
て
こ
れ
を
走
ら
し
、
南
安
を
魁
復
す
。
」
と
あ
る
。

(

9

)

『
青
書
』
巻
九
七
四
夷
停
北
秋
旬
奴
僚
に
よ
る
と
、
赤
沙
は
旬
奴
の

一
種
族
で
あ
り
、
同
容
一

O
二
劉
鴻
載
記
に
よ
る
と
、
劉
聴
が
河
閲
玉

司
馬
顧
か
ら
赤
沙
中
郎
賂
に
表
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

(
叩
〉
前
稿
で
言
及
し
た
「
南
巴
校
尉
」
の
「
南
巴
」
は
地
域
の
名
稽
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
の
検
討
か
ら
は
除
外
す
る
。

〈
日
〉
こ
れ
ら
の
諸
園
の
動
向
は
つ
い
て
は
、
佐
藤
智
水
「
五
初
十
六
園
か

ら
南
北
朝
時
代
」
(
『
講
座
教
煙
』
二
、
大
東
出
版
社
、
一
九
八

O
年〉

参
照
。

〈
ロ
〉
久
保
靖
彦
「
後
漢
初
頭
の
烏
桓
に
つ
い
て
護
烏
桓
校
尉
に
関
す
る

一
考
察
|
」
(
『
史
苑
』
一
一
四
|
一
、
一
九
六
三
年
)
、
小
林
聴
「
後
漢

の
少
数
民
族
統
御
官
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
』

一
七
、
一
九
八
九
年
)
。

〈
日
〉
『
青
書
』
巻
一
四
地
理
志
上
川、
秦
州
僚
に
は
、
「
貌
、
始
め
隠
右
を

分
か
ち
て
置
く
。
刺
史
控
警
護
尉
を
領
す
。
」
と
あ
る
が
、
記
録
の
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上
で
は
秦
州
刺
史
が
護
発
校
尉
を
兼
任
し
て
い
る
寅
例
は
な
い
。
賓
態

と
し
て
は
涼
州
刺
史
が
兼
任
し
て
お
り
、
温
依
ハ
コ
ニ
園
士
山
』
巻
一
五

湿
恢
俸
)
、
徐
滋
(
コ
ニ
園
士
山
』
巻
二
七
徐
遡
俸
)
、
李
葱
(
『
菅
書
』
径

四
一
李
葱
俸
)
の
、
曹
貌
時
代
の
護
美
校
尉
の
兼
任
刺
史
三
例
は
全
て

涼
州
刺
史
で
あ
る
。

〈
M
)

『E
H
害
』
巻
五
七
胡
奮
俸
に
よ
る
と
、
胡
喜
は
二
八
二
年
に
護
発
校

尉
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
菅
護
完
校
尉
影
所
碑
」
(
『
全
耳
目
文
』
巻
一

四
六
所
枚
ハ
)
に
よ
る
と
、
彰
新
は
二
八
六
年
か
ら
二
八
九
年
の
閉
そ
の

任
に
あ
っ
た
。

ハt
u

〉

一『E
日
書
』
径
一
二
九
温
渠
蒙
遜
載
記
。

(
日
)
『
菅
書
』
巻
一
二
九
泡
渠
蒙
遜
載
記
。

(
げ
〉
『
菅
書
』
巻
一
一
一
六
禿
髪
烏
孤
載
記
。

(
四
〉
『
耳
図
書
』
倉
一
一
七
挑
輿
載
記
上
。

〈
四
)
『
E
国
書
』
巻
八
七
涼
武
昭
王
李
玄
盛
俸
。

(
却
)
『
宋
書
』
巻
九
八
豆
胡
偉
大
温
渠
蒙
遜
保
。

〈
削
む
こ
の
時
期
の
後
秦
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
関
尾
史
郎
「
『
白
雀
』
臆

設
」
(
『
上
智
史
暴
』
三
二
、
一
九
八
七
年
)
参
照
。

(
幻
)
『
貌
書
』
発
挑
古
文
俸
に
、
「
発
の
挑
英
、
字
は
景
茂
、
南
安
の
赤
亭

よ
り
出
ず
。
燐
嘗
の
後
な
り
。
」
と
あ
る
。

(
幻
〉
『
後
漢
書
』
西
発
俸
に
は
西
発
種
族
の
一
つ
と
し
て
燐
蛍
が
翠
呼
ら

れ
て
い
る
。

(
泊
)
『
青
書
』
巻
一
一
六
挑
〈
仲
裁
記
。

(
お
〉
『
青
書
』
巻
一
一
六
銚
で
仲
裁
記
、
『
貌
書
』
各
九
五
発
挑
嘗
蕎
。

(
お
〉
『
青
書
』
巻
一
一
六
挑
て
仲
裁
記
。

(
幻
)
『
十
六
園
春
秩
』
前
奏
鋒
ハ
『
太
卒
御
覧
』
巻
三
二
偏
覇
部
所
引
)
。

(
お
)
同
時
に
後
秦
は
東
発
校
尉
は
設
置
し
て
い
る
か
ら
、
東
売
を
発
と
は

別
の
民
族
と
認
識
し
た
こ
と
も
剣
明
す
る
。

(
m
m
)
3
と
6
の
司
馬
形
は
同
一
人
物
の
再
任
。
な
お
『
菅
書
』
各
五
七
羅

山
間
停
に
西
戎
校
尉

・
会
州
刺
史
と
さ
れ
る
羅
備
は
そ
の
動
向
か
ら
『
華

陽
園
志
』
や
『
青
書
』
巻

一一一

O
李
特
載
記
に
あ
る
西
夷
校
尉
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。

(
鈎
〉
こ
の
時
代
の
護
軍
に
つ
い
て
は
、
町
田
隆
吉
「
前
秦
政
権
の
護
軍
に

つ
い
て

l
「
五
胡
」
時
代
に
お
け
る
諸
種
族
支
配
の
一
例
|
」
(
『
歴
史

に
お
け
る
民
衆
と
文
化
』
所
枚
、
図
書
刊
行
舎
、
一
九
八
二
年
)
、
高

敏
「
十
六
園
前
秦
・

後
秦
時
期
的
。
護
軍
。
制
」
〈
『
中
園
史
研
究
』

一

九
九
二
|
二
、
一
九
九
二
年
)
参
照
。

〔
附
記
〕
本
研
究
は
、

一
九
九
二
年
度
早
稲
田
大
暴
特
定
課
題
研
究
助
成

費
に
よ
る
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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THE VIEWS OF THE KINGDOMS OP THE FIVE HU

　

REGARDING FOREIGN PEOPLES ＡＳ･EXHIBITED

　

THROUGH THE“OFFICES FOR THE CONTROL

　　　　　　　　　

OP FOREIGN PEOPLES”

MiSAKI Yoshiaki

　　

The ｏ伍ces for the control of foreign peoples were first established

during the Han 漢ｐｅｒiod，ａｎｄsubsequently many new ｏ伍ces were set up

during the Chin 晋era.　　Many similar ｏ伍ces were also established by

the kingdoms of the Five Hu 五胡.　In these, however, there were many

variations from the established structure due to the fact that these kingdoms

themselves were nominally controlled by the regnant Chinese dynasties.

It is through these variations in the structure of the offices for the control

of foreign peoples that the kingdoms of the Five Hu made manifest their

views of foreign peoples.　　　　　　　　　　　　　　　　'

　　

In this paper ｌ analyze･ both the function t)f these offices and the

peoples they controlled.　l then compare these with the similar ｏ伍ces

Under the Chin, in order to determine the distinct nature of the kingdoms

of the Five Hu's views･of foreign peoples.　　　　　　　　　尚｀

　　

'ｌ conclude that the Former Chao 前趙, Later Ｃｈａｏ後趙, Former Yen

前燕, Former･Ch'in前秦and Later Ch'in 後秦held･ distitict views of

foreign peoples which differed significantly from views held by Chinese

dynasties.

　

The policies developed by the kingdoms of the Five' Hu to

control foreign peoples were based on these distinct views.

－２－


